
別表3　 森林整備・ 林業等振興施設整備交付金種目別基準

１ 　 林内路網整備
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（ １ ） 採択基準 （ 注） 表中の数字は交付率を指し 、 交付率は当該交付率以内と する。 （ 以下、 別表１ において同様と する。 ）
　 　 ①　 基幹作業道
　 　 　 ア　 利用区域森林面積が原則と し て30ha以上あるこ と 。
　 　 　 イ 　 原則と し て、 林道規定（ 昭和48年4月1日付け48林野道第107号林野庁長官通知） に定める自動車道3級に準じ るも の。
　 　 　 ウ　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
　 　 ②　 作業道及び作業路
　 　 　 ア　 利用区域森林面積が原則と し て5ha以上あるこ と 。
　 　 　 イ 　 都道府県知事が定める作業道開設基準に適合するも のであるこ と 。
　 　 　 ウ　 1事業費は、 おおむね300万円以上と する。
　 　 ③　 単線軌道
　 　 　 ア　 利用区域森林面積が原則と し て30ha以上あるこ と 。
　 　 　 イ 　 実施するにあたり 、 次のいずれかを満たすこ と 。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 対象区域の平均傾斜度が18%以上。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 山地災害危険地区を通過するこ と が避けら れず、 林道等の整備に伴う 災害発生のおそれがあるこ と 。
　 　 　 　 ( ｳ) 　 自然公園法第2条に定める自然公園。
　 　 　 ウ　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。

事業内容： 効率的・ 効果的な間伐等の森林整備を実施するため、 こ れに必要な基幹作業道、 作業道、 作業路、 単線軌道、 林業機械の導入を実施す
　 　 　 　 　 る。

２ 　 林業機械作業システム
　   整備

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種
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事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

森林づく り
の推進

林内路網整
備
（ 森林整備
促進型）

作業道整備、 作
業路整備、 単線
軌道整備

作業道整備、 作業
路整備、 単線軌道
整備

-

1/2

林業機械作
業システム
整備※3･4
（ 緊急間伐
促進型）

①基幹作業道整
備、 ②林業機械
導入

①作業道開設、 作
業ポイ ント 等、 ②
プロセッ サ、 フ ォ
ワーダ等

4. 5/10

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

林業機械作
業システム
整備※3･4
（ 森林整備
促進型）

①基幹作業道整
備、 ②林業機械
導入、 ③間伐材
資源活用施設整
備

①作業道開設、 作
業ポイ ント 等、 ②
プロセッ サ、 フ ォ
ワーダ等、 ③林内
路網整備の工種、
基幹作業道整備及
び林道機械導入に
準ずる

4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

林内路網整
備
（ 緊急間伐
促進型）

作業道整備、 作
業路整備、 単線
軌道整備

作業道整備、 作業
路整備、 単線軌道
整備

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

4. 5/10 4. 5/10 4. 5/10 4. 5/10 4. 5/10 4. 5/10 4. 5/10 4. 5/10



　 　 ④　 林業機械
　 　 　 ア　 機械の規模、 性能等が利用計画等から みて適正であるこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 林業者等の組織する団体（ ※1）
　 　 　 　   次に掲げる( ｱ) ～( ｳ) のいずれかに該当する団体と する。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 中小企業団体の組織に関する法律（ 昭和32年法律第185号） に基づき 設立さ れた協業組合又は中小企業等協同組合法（ 昭和24年法律第181号） に基づき 設立さ れた
　 　 　 　 　  事業協同組合であっ て林業関係者が主たる構成員と なっ ているも の若し く は当該事業協同組合が構成員と なっ ている協同組合連合会。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 地方公共団体及び林業関係者が主たる構成員と なっ ているも の若し く は当該事業協同組合が構成員と なっ ている協同組合連合会。
　 　 　 　 ( ｳ) 　 林業関係者が主たる構成員と なっ ている団体で、 次の要件を満たし ており 、 都道府県知事が適当と 認めるも の。
　 　 　 　 　 　 a　 事業の実施に必要な執行体制及び責任体制が整備さ れ、 又は整備さ れるこ と が明ら かであるこ と 。
　 　 　 　 　 　 b　 事業に関する資金計画が適切であり 、 かつ、 その資金計画に従っ て事業が実施さ れるこ と が確実であるこ と 。
　 　 　 　 　 　 c　 事業を円滑かつ効率的に実施するこ と が可能であるこ と 。
　 　 　 イ 　 施業受託者（ ※2） 　
　 　 　 　   次に掲げる( ｱ) 及び( ｲ) を満たす事業者と する。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 5戸以上の森林所有者と 長期の施業委託契約を締結し 、 森林施業計画を樹立し ているこ と 。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 取組内容（ 施業委託契約、 森林施業計画等） を地域の森林所有者等に公表し ているこ と 。
　 　 ②　 林業機械作業システム整備の対象地域（ ※3）
　 　 　 　 原則と し て、 Ⅳ齢級から Ⅶ齢級の民有人工林がおおむね900ha以上集団的に存在し 、 かつ、 森林法（ 昭和26年法律第249号） 第5条に定める地域森林計画において、 水源
　 　 　 かん養機能、 山地災害防止機能を高度に発揮さ せる必要があると 定めら れている森林の占める割合が全国平均以上である市町村等と する。
　 　 　 　 ただし 、 以下についてはこ の限り ではない。
　 　 　 ア　 「 水土保全森林緊急間伐実施事業の運用について」 （ 平成10年4月8日付け林野基第292号林野庁長官通知） により 、 水土保全森林緊急対策実施地域と し て指定さ れた
　 　 　 　 市町村。
　 　 　 イ 　 森林の公益的機能の高度発揮や効率的、 一体的な間伐の実施を図るこ と が必要な民有林について、 次の( ｱ) 及び( ｲ) の要件をすべて満たすも のであるこ と 。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 事業主体が低コ スト 路網に取組み、 かつ、 森林施業プラ ンナー育成に取り 組むこ と 。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 ( ｱ) を取り 組む30haの団地を3箇所以上、 若し く は90ha以上の団地を設定し ているこ と 。
　 　 　 ウ　 イ において実施する場合を「 緊急間伐促進型」 、 それ以外を「 森林整備促進型」 と する。
　 　 ③　 林業機械作業システム整備のう ち貸付を行う 事業については、 次の要件を満たすも のと する。 ( ※4）
　 　 　 ア　 事業主体は、 貸付について管理規程又は利用規程を定め、 目的、 管理責任者、 利用料、 その他必要な事項を明ら かにするこ と と する。
　 　 　 イ 　 事業主体と 利用者と の間において、 貸付の目的、 期間、 貸付料、 貸付料納入の期限及び方法、 目的外使用の禁止等の事項について明記さ れた貸付契約を締結するも
　 　 　 　 のであるこ と 。
　 　 　 ウ　 貸付料は、 「 事業主体が負担する金額（ ＝事業費－補助金） ／耐用年数＋年間管理費」 以下であるこ と 。
　 　 　 エ　 利用者は、 林業機械を利用するに当たっ ては責任をも っ て行い、 災害等により 当該機械に異常が起き た場合は、 速やかに事業主体に報告するも のであるこ と 。
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（ １ ） 採択基準
　 　   １ 事業費は、 おおむね500万円以上と する。

３ 　 ①森林フ ィ ールド 整備
　 　 ②学習展示施設整備
　 　 ③森林環境教育活動施
　 　 　 設整備
　 　 ④共同利用施設整備

事業内容： 森林整備の促進を図るため、 森林・ 林業に関する知識・ 技術の普及・ 啓発に資する森林・ 施設を整備し 、 子ども たちの継続的な体験活
　 　 　 　 　 動を通じ た森林環境教育及び市民参加や林業後継者育成に資する林業体験学習を推進する。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

教育の森整
備

①森林
フ ィ ールド
整備、 ②学
習展示施設
整備、 ③森
林環境教育
活動施設整
備、 ④共同
利用施設整
備

①森林フ ィ ール
ド 、 ②学習展示
施設、 ③森林環
境教育活動施
設、 ④共同利用
施設

①森林整備（ 実習
林、 観察林、 モデ
ル林等） 、 森林学
習歩道、 休憩施
設、 林間活動空
間、 学習広場、 ビ
オト ープ、 標識
類、 ②も り の科学
館、 学習展示品、
林業体験施設、 ③
観察施設、 炭焼き
体験施設、 木工・
自然素材の細工等
文化体験施設、 ④
取付・ 管理道路、
駐車場、 管理棟・
案内所、 給排水施
設、 衛生施設、 炊
飯施設、 キャ ンプ
サイ ト 、 案内板、
その他基盤整備に
必要な施設

- 4/10 4/10 1/3 4/10

１ 　 森林学習歩道、 森の科学館の
　 交付率は1/2以内。
２ 　 １ の規定に関わら ず、 当該森
　 林が所在する地方公共団体以外
　 が協定により 実施する場合の交
　 付率は定額1/3以内。
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（ １ ） 採択基準

５ 　 経営確立促進調査 事業内容： 事業の実施により 整備さ れる生産基盤及び施設整備に際し 、 効率的に活用さ れるための基本的な調査を行う 。
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４ 　 花粉症対策採種・ 穂
    園整備等

事業内容： 少花粉スギ等花粉症対策品種から なるミ ニチュ ア採種園等の造成・ 改良等を行い、 花粉の少ない苗木を大量に供給する体制を整備し 、
　 　 　 　 　 少花粉スギ林への更新を促進する。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

ミ ニチュ ア
採種園等緊
急整備事業

花粉症対策
採種・ 穂園
整備等

①圃場整備等、
②人工交配のた
めの施設等整備

①ミ ニチュ ア採種
園、 採種園、 採穂
園、 ②採種園、 採
穂園

- 1/2

　 　 ①　 圃場整備等
　 　 　 　 花粉症対策品種のみで構成さ れるミ ニチュ ア採種園、 採種（ 穂） 園の造成・ 改良と する。 （ ※花粉症対策品種と は「 少花粉スギ」 、 「 無花粉スギ」 、 「 少花粉ヒ ノ キ
　 　 　 」 等と する。 ）
　 　 ②　 人工交配のための施設等整備
　 　 　 　 花粉症対策品種間の人工交配に必要な花粉の収集、 人工交配のための機材整備等と する。 （ ※花粉症対策品種と は「 少花粉スギ」 、 「 無花粉スギ」 、 「 少花粉ヒ ノ キ
　 　 　 」 等と する。 ）
（ ２ ） その他
　 　 　 ミ ニチュ ア採種園、 採種（ 穂） 園の造成・ 改良
　 　 　   土地購入費又は借り 上げに係る経費及び下刈り 等の管理作業に係る経費は対象外と する。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

経営確立促
進調査

地域森林資源調
査、 施設導入調
査

資源調査、 条件地
調査、 面積測量、
先進地分析調査、
先進技術導入調
査、 マーケティ ン
グ調査

-

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - 1/2 -

1/2 1/2 1/2 1/2
特用林産の
振興施設整
備

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 -

1/2 1/2- - - 1/2 1/2 -
木材産業構
造改革整備

1/2



（ １ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 林業者等の組織する団体（ ※1）

　 　 　 　 ( ｲ) 　 林業者等の組織する団体は、 事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の振興のための事業を実施する上で適切な団体又は法人であり 、 かつ、 当該事業

　 　 　 　 ( ｲ) 　 地方公共団体等が出資する法人は、 事業実施地域の林業経営の構造対策及び地域林業の振興のための事業を実施する上で適切な団体又は法人であり 、 かつ、 当
   　       該事業実施地域の森林所有者等と の協調関係が築かれているも のと する。

　 　 　 　 ( ｱ) 　 林業を営む者（ 特用林産物の生産を行う 者を含む。 ） 、 森林組合、 森林組合連合会、 農事組合法人、 農業協同組合及び農業協同組合連合会が主たる構成員又は
　 　 　 　 　  出資者（ 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ている者又は居住する者に限る。 ） と なっ ており 、 かつ、 こ れら の者がその事業活動を実質的に支配する
　 　 　 　 　  こ と ができ ると 認めら れる団体（ 中小企業等協同組合を含む。 ） と する。
　  　 　 　 　 　 ただし 、 特用林産物の生産を行う 者、 農事組合法人、 農業協同組合及び農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者と なり 得るのは、 特用林産物に係る施設
　 　 　 　 　  を整備する場合に限るも のと する。
　  　 　 　 　 　 林業者等の組織する団体のう ち法人格のない事業主体にあっ ては、 特定の構成員の加入脱退と 関係なく 、 一体と し て経済活動の単位になっ ているも のに限るも
　 　 　 　 　  のと する。

　 　 　 　 　  実施地域の森林所有者等と の協調関係が築かれているも のと する。
　 　 　 イ 　 地方公共団体等が出資する法人（ ※2）
　 　 　 　 ( ｱ) 　 林業を営む者（ 特用林産物の生産を行う 者を含む。 ） 、 森林組合、 森林組合連合会、 農事組合法人、 農業協同組合若し く は農業協同組合連合会（ こ れら の者の
　 　 　 　 　  う ち、 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ている者又は居住する者に限る。 ） 及び地方公共団体が主たる構成員又は出資者と なっ ている若し く は地方
   　       公共団体のみが出資者と なっ ており 、 かつ、 こ れら の者がその事業活動を実質的に支配するこ と ができ ると 認めら れる法人で林業の振興を目的と するも のと す
　 　 　 　 　 　  ただし 、 特用林産物の生産を行う 者、 農事組合法人、 農業協同組合及び農業協同組合連合会が主たる構成員又は出資者と なり 得るのは、 特用林産物に係る施設
    　      を整備する場合に限るも のと する。



６ 　 路網整備

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
市
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村

森
林
組
合
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林
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組
合
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林
所
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の
協
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体

地
域
材
を
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用

す
る
法
人
※
1

林
業
事
業
体

※
2

製紙用間伐
材チッ プ安
定供給シス
テムモデル
整備※4

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 -

沖縄林業構
造確立施設
の整備

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 - 2/3

（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 素材の生産量若し く は素材の生産性の目標が、 各都道府県が定める都道府県ごと の目標（ （ 都道府県林業・ 木材産業構造改革プログラ ム等） 以下、

　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施業区域面積は、 5ヘク タ ール以上と する。
　 　 　 イ 　 1事業の延長は、 100メ ート ル以上と する。
　 　 　 ウ　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則

　 　 　 ア　 地域材を利用する法人（ ※1）
　 　 　 　 ( ｱ) 　 林業・ 木材産業及び建築業を営む者が主たる構成又は出資者（ 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ているも の又は居住する者に限る。 ） と なっ ており
　 　 　 　 　  かつ、 こ れら の者がその事業活動を実質的に支配でき ると 認めら れる法人で、 木材安定取引協定の締結等に基づき 一定量の地域材の利用の増大を目的と するも のと
　 　 　 　 　  する。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 締結する木材安定取引協定等は、 木材の安定供給の確保に関する特別措置法（ 平成8年5月24日法律第47号） の事業者間の協定に準じ 、 樹種、 取扱量、 期間（ 原則

　 　 　 　 ( ｳ) 　 施設費により 整備し た施設の受益戸数は、 木材安定取引協定等の締結者と する。
　 　 　 イ 　 林業事業体（ ※2）
　 　 　 　 　 次の( ｱ) 又は( ｲ) のいずれかの条件を満たし ているも のと する。

　 　 　 　 　 　  行する事業体

事業内容： 林業生産性の向上を通じ て、 森林の施業又は経営の集約化が促進さ れるこ と を目的と し て、 林業生産基盤の整備を図るために必要な作
          業道及び作業路の整備を行う 。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

路網整備 作業路網整備
作業道開設、 作業
路開設

-

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - 1/2

1/2 -

地域材の水
平連携加工
システム整
備※3

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

  　   別表１ において「 都道府県の目標数値」 と いう 。 ） 数値以上又は伸び率以上であるこ と 。

　 　 ①　 事業主体について

　 　 　 　 　  と し ておおむね5年間） 等必要な事項を定めるも のと する。

　 　 　 　 ( ｱ) 　 年間3, 000m3以上の素材生産実績があり 、 目標年度までに、 5, 000m3以上の素材生産量及び構造改革プログラ ムに記載さ れている素材生産性の目標値の1. 5倍の生
　 　 　 　 　  産性を達成でき る事業体。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 提案型集約化施業の一環と し て路網整備を実施するa又はbのいずれかの要件を満たす事業体
　 　 　 　 　 　 a  施業集約化・ 供給情報集積事業実施要領（ 平成22年3月31日付け21林政経第305号林野庁長官通知） に基づき 、 施業集約化に取り 組む能力・ 体制を有すると し
　 　 　  　 　 　 実践体制基礎評価（ 以下、 「 体制評価」 と いう 。 ） を受け認定さ れた事業体
　 　 　 　 　 　 b 施業集約化・ 供給情報集積事業実施要領（ 平成22年3月31日付け21林政経第305号林野庁長官通知） に基づき 、 体制評価を受け認定さ れた者と 連携し て事業を実

　   　 　 　 　 上記a又はbの要件を満たす事業体は、 目標年度までに、 年間5, 000m3以上の素材生産量を達成でき るも のと する。



　 　 ②　 交付対象と する作業道は都道府県知事が定めた作業道開設基準に適合するも のと する。
　 　 ③　 作業道及び作業路の整備と 同時に、 林業生産用機械を導入する場合、 併せて1事業と し て事業費を算定でき るも のと する。
　 　 ④　 地域材の水平連携加工システム整備（ 以下「 水平連携システム」 と いう 。 ） における取組については、 以下のと おり と する。 （ ※3）

　 　 　 　 （ 以下「 水平連携マスタ ープラ ン」 と いう 。 ） が作成さ れているこ と と し 、 水平連携マスタ ープラ ンに示さ れた目標の達成に資するも のと する。
　 　 　 イ 　 事業主体は、 都道府県が作成する林業・ 木材産業構造改革プログラ ム及び水平連携マスタ ープラ ンに水平連携促進事業体（ 原木安定供給） と し て位置づけら れている
　 　 　 　 も のと する。
　 　 　 ウ　 事業主体の素材生産規模は5, 000m3/年以上と する。
　 　 　 エ　 事業主体は、 需要者（ 連携等に取り 組も う と する製材工場等の事業主） と 木材安定取引協定等を締結するこ と により 、 需要者へ間伐材等を安定的に供給するこ と と
　 　 　 　 する。 なお、 木材安定取引協定等においては、 樹種、 取扱量、 期間（ 原則と し ておおむね5年間） 等必要な事項を定めるも のと する。
　 　 　 オ　 事業主体の木材安定取引協定等の締結に係る地域材量は、 事業計画量のおおむね70%以上を超えるも のと する。
　 　 ⑤　 製紙用間伐材チッ プ安定供給システムモデル整備（ 以下「 チッ プ供給モデル整備」 と いう 。 ） における取組については、 以下のと おり と する。 （ ※4）
　 　 　 ア　 チッ プ供給モデル整備による地域材利用量がおおむね30, 000ｍ3以上（ 原木換算） と なるチッ プの安定供給のための計画（ 以下「 間伐材チッ プマスタ ープラ ン」 と い
　 　 　 　 う 。 ） が作成さ れているこ と と し 、 間伐材チッ プマスタ ープラ ンに示さ れた目標の達成に資するも のと する。 ただし 、 こ こ でいう 地域材利用量と は、 チッ プを消費する
　 　 　 　 製紙工場等１ 工場あたり の利用量と する。
　 　 　 イ 　 事業主体は、 都道府県が作成する林業・ 木材産業構造改革プログラ ム及び間伐材チッ プマスタ ープラ ンに製紙用チッ プ供給促進事業体と し て位置付けら れているも
　 　 　 　 のと する。
　 　 　 ウ　 間伐材チッ プマスタ ープラ ンに位置付ける事業主体は、 「 製紙用間伐材チッ プの安定供給支援事業」 により チッ プの安定供給体制が構築さ れている地域において、
　 　 　 　 安定供給を担う 事業体と し て位置付けら れているこ と 。
　 　 　 エ　 事業主体の素材生産規模は5, 000m3/年以上と する。

　 　 　 　 給するこ と と する。 なお、 木材安定取引協定等においては、 樹種、 取扱量、 期間（ 原則と し ておおむね5年間） 等必要な事項を定めるも のと する。
　 　 　 カ 　 事業主体の木材安定取引協定等の締結に係る地域材量は、 事業計画量のおおむね70%以上を超えるも のと する。
（ ３ ） その他
　 　   事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

　 　 　 ア　 水平連携システムによる地域材利用量（ 原木換算） がおおむね50, 000m3以上（ 原料転換のみの場合は、 おおむね10, 000m3以上） と なる地域材の利用拡大のための計画

　 　 　 オ　 事業主体は、 需要者（ チッ プの安定供給に取り 組も う と するチッ プ工場等の事業主） と 木材安定取引協定等を締結するこ と により 、 需要者へ間伐材等を安定的に供



７ 　 効率化施設整備 事業内容： 効率的な作業の実施による生産性の向上又はこ れと 併せて労働強度の軽減等作業環境の改善等を図るために必要な施設の整備を行う 。
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地
域
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を
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用

す
る
法
人
※
3

林
業
事
業
体

林業生産用機械 - 1/3 1/3 1/3 - 1/3 1/3 - 1/3

林業生産施設装置 - 1/2 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2

基盤整備用施設 基盤整備用機械 1/3 1/3 1/3 1/3 - 1/3 1/3 - 1/3

林業生産用機械 - 1/3 1/3 1/3 - 1/3 1/3 1/3 -

林業生産施設装置 - 1/2 1/2 1/2 - 1/2 1/2 1/2 -

基盤整備用施設 基盤整備用機械 1/3 1/3 1/3 1/3 - 1/3 1/3 1/3 -

林業生産用機械 - 1/3 1/3 1/3 - 1/3 1/3 1/3 -

林業生産施設装置 - 1/2 1/2 1/2 - 1/2 1/2 1/2 -

基盤整備用施設 基盤整備用機械 1/3 1/3 1/3 1/3 - 1/3 1/3 1/3 -

沖縄林業構
造確立施設
の整備

上記に同じ 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 - 2/3

（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 ア　 基盤整備用機械以外： 受益範囲において、 素材の生産量若し く は素材生産性等の目標が原則と し て都道府県の目標数値以上であるこ と 又は目標数値の伸び率以上で
　 　 　 　 あるこ と 。
　 　   イ 　 基盤整備用機械： 受益範囲において、 素材の生産量若し く は素材生産性若し く は路網延長（ 密度） 等の目標が原則と し て都道府県の目標数値以上であるこ と 又は目
　 　 　 　 標数値の伸び率以上であるこ と 。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

効率化施設
整備

効率化作業基地
整備

空輸作業基地造
成・ 作業ポイ ント

-

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - - - 1/2
１ 　 林業生産施設におけるプロセ
　 ッ サ、 スイ ングヤーダ、 タ ワー
　 ヤーダ、 フ ェ ラ ーバンチャ 、 ス
　 キッ ダ、 フ ォ ワーダ、 ハーベス
　 タ 、 ロングリ ーチハーベスタ 、
　 グラ ッ プル、 ロングリ ーチグラ
　 ッ プル及びそれに類する性能を
　 有すると 認めら れる機械の整備
　 について取り 組む場合、 次の①
　 ～③をすべて満たす者は、 交付
　 率を1/2以内と する。
　 ①　 施業集約化・ 供給情報集積
　 　 事業実施要領（ 平成22年3月31
　 　 日付け21林政経第305号林野庁
　 　 長官通知） に基づき 、 施業集
    約化に取り 組む能力・ 体制を
    有すると し て実践体制基礎評
　 　 価を受け認定さ れているこ と
　 ②　 年間5, 000m3以上の素材生産
　 　 実績があり 、 目標年度までに
　 　 9, 000m3以上の素材生産量を達
　 　 成でき るこ と
　 ③　 目標年度までに構造改革プ
　 　 ログラ ムに記載さ れている素
　 　 材生産性の目標値の1. 5倍の生
　 　 産性を達成でき るこ と
２ 　 林業生産施設におけるスイ ン
　 グヤーダ、 ロングリ ーチハーベ
　 スタ 及びロングリ ーチグラ ッ プ
　 ルの交付率並びに林業機械広域
　 利用施設におけるスイ ングヤー
　 ダ及びロングリ ーチハーベスタ
　 の交付率は、 それぞれ4/10以
　 内。
３ 　 １ 及び２ 以外の機械及び付帯
　 施設にあっ ては、 1/3以内（ た
　 だし 、 沖縄県にあっ ては2/3以
　 内。 ）

林業生産施設

林業機械広域利
用施設※6

広域利用林業機械 - 1/3 - 1/3 - 1/3 1/3 - -

地域材の水
平連携加工
システム整
備※4

効率化作業基地
整備

空輸作業基地造
成・ 作業ポイ ント

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 1/2 -

林業生産施設

林業機械広域利
用施設※6

広域利用林業機械 - 1/3 - 1/3 - 1/3 1/3 - -

製紙用間伐
材チッ プ安
定供給シス
テムモデル
整備※5

効率化作業基地
整備

空輸作業基地造
成・ 作業ポイ ント

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 1/2 -

林業生産施設

林業機械広域利
用施設※6

広域利用林業機械 - 1/3 - 1/3 - 1/3 1/3 - -



　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 すべての事業主体について
　 　 　 　 　 （ １ ） の①の機能要件に加え、 次の( ｱ) 又は( ｲ) のいずれかの要件を満たすも のと する。 ただし 、 市町村、 ウのう ち地方公共団体がその事業活動を実質的に支配するこ
　 　 　 　 と ができ ると 認めら れる法人及び林業機械広域利用施設の整備を実施する事業主体を除く 。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 年間3, 000m3以上の素材生産実績があり 、 目標年度までに、 5, 000m3以上の素材生産量及び構造改革プログラ ムに記載さ れている素材生産性の目標値の1. 5倍の生産
　 　 　 　  　 性を達成でき るこ と 。
　 　 　 　 ( ｲ)   下記のa又はbのいずれかの要件を満たす者 　
　 　 　 　  　  a  施業集約化・ 供給情報集積事業実施要領（ 平成22年3月31日付け21林政経第305号林野庁長官通知） に基づき 、 施業集約化に取り 組む能力・ 体制を有すると し て
　 　 　 　 　 　  体制評価を受け認定さ れた者
　 　 　 　   　 b  aによる体制評価を受け認定さ れた者と 連携し て事業を実行する者 　 　
　 　 　 　 　   上記a又はbの要件を満たす者は、 目標年度までに、 年間5, 000m3以上の素材生産量を達成でき るも のと する。  
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。 　
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 　 エ　 地域材を利用する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ６ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 ②　 水平連携システムにおける取組について（ ※4）

  　 ③　 チッ プ供給モデル整備における取組について（ ※5）
　 　 　 　 ６ の（ ２ ） の⑤に準ずる。
　 　 ④　 効率的な作業の実施による生産性の向上を図るために、 林業機械広域利用施設の整備を行う 事業は、 広域利用林業機械の貸付を行う 者に対し 、 当該機械の貸付を行う た
　 　 　 めに必要な経費の10分の4以内または3分の1以内を補助するも のであっ て、 次の要件を満たすも のと する。 （ ※6）  　
　 　 　 ア　 事業主体は、 森林組合、 森林組合連合会、 林業者等の組織する団体又は地方公共団体等が出資する法人であっ て、 広域利用林業機械の貸付を行う も のであるこ と 。         

　 　 　 ウ　 受益戸数は、 原則と し て5以上の林業事業体であるこ と 。
　 　 　 エ　 広域利用林業機械と は、 高性能林業機械（ プロセッ サ、 スイ ングヤーダ、 タ ワーヤーダ、 フ ェ ラ ーバンチャ 、 スキッ ダ、 フ ォ ワーダ及びハーベスタ ） 及びそれに類す
　 　 　 　 る性能を有すると 認めら れる機械、 当該機械を収納するために一体的に整備する機械保管庫及びこ れら の附帯施設であるこ と 。
　 　 　 オ　 貸付料は、 「 事業主体が負担する金額（ ＝事業費－補助金） ／広域利用林業機械の耐用年数＋年間管理費」 以下であるこ と 。
　 　 　 カ 　 事業主体は、 用地選定、 用地交渉、 敷地造成、 登記、 設計、 建築及び施設のメ ンテナンスを責任をも っ て実施するも のであるこ と 。

　 　 　 ク 　 事業主体と 利用者と の間において、 貸付の目的、 期間、 貸付料、 貸付料納入の期限及び方法、 目的外使用の禁止等の事項について明記さ れた貸付契約を締結するも
   　    のであるこ と 。
   　      なお、 事業主体は、 貸付契約の締結に当たっ ては、 あら かじ め、 都道府県知事に協議するも のと する。
（ ３ ） その他
　 　 　 事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

　 　 　 　 ６ の（ ２ ） の④に準ずる。

　 　 　 イ 　 広域利用林業機械の貸付を受ける者（ 以下「 利用者」 と いう 。 ） は、 林業生産活動に積極的に取り 組み、 又は今後積極的に取り 組む意思のある林業事業体であるこ と

　 　 　 キ　 利用者は、 広域利用林業機械を利用するに当たっ ては責任をも っ て行い、 災害等により 当該機械に異常が起き た場合は、 速やかに事業主体に報告するも のであるこ と
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○

2/3
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８ 　 特用林産物活用施設
    等整備

事業内容： 特用林産物の生産体制の整備・ 強化、 複合経営を実施するこ と により 、 生産活動の安定化及び林業者の所得の向上を図るため、 特用林
          産物の生産･加工・ 販売等に必要な施設の整備を行う 。

メ ニュ ー

2/3 2/3 2/3 2/3 -

備　 　 　 　 考

特用林産の
振興施設整
備

①特用林産物生
産基盤整備※
5、 ②特用林産
物生産施設※
6、 ③特用林産
物加工流通施設
※6･7、 ④廃床
等活用施設、 ⑤
特用林産物獣害
対策施設

①特用樹林造成、
山菜・ 薬草等造
成、 作業道等整
備、 ほだ場等造
成、 ②特用林産物
生産施設装置、 特
用林産物生産用機
械、 ③特用林産物
加工・ 貯蔵施設装
置、 特用林産物集
出荷・ 販売施設装
置、 特用林産物加
工流通用機械、 ④
廃床等活用施設装
置、 廃床等活用機
械、 ⑤特用林産物
防護施設装置

1/2
( ④､
⑤に
限

る。
)

1/2

2/3
沖縄林業構
造確立施設
の整備

特用林産物
活用施設等
整備

①特用林産物生
産基盤整備※
5、 ②特用林産
物生産施設※
6、 ③特用林産
物加工流通施設
※6･7、 ④廃床
等活用施設、 ⑤
特用林産物獣害
対策施設、 ⑥緑
化木生産施設

①特用樹林造成、
山菜・ 薬草等造
成、 作業道等整
備、 ほだ場等造
成、 ②特用林産物
生産施設装置、 特
用林産物生産用機
械、 ③特用林産物
加工・ 貯蔵施設装
置、 特用林産物集
出荷・ 販売施設装
置、 特用林産物加
工流通用機械、 ④
廃床等活用施設装
置、 廃床等活用機
械、 ⑤特用林産物
防護施設装置、 ⑥
緑化木生産施設装
置、 緑化木生産用
機械

2/3

1/3 1/21/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2



（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 当該特用林産物の生産量若し く は生産性若し く は生産コ スト の目標が原則と し て都道府県の目標数値以上又は目標数値の伸び率以上であるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね300万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 森林組合が収支を伴う 施設について単独で事業主体と なる場合は、 「 森林組合系統による取組の推進のための事務手続について」 （ 平成14年11月22日付け14林政経
　 　 　 　 第119号林野庁長官通知） に基づき 、 都道府県知事により 中核森林組合に認定さ れた森林組合に限るも のと する。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 ウ　 竹材関連業者等の組織する団体（ ※3）
　 　 　 　 ( ｱ) 　 竹材の加工業を営む者が主たる構成員又は出資者（ 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ている者又は居住する者に限る。 ） と なっ ており 、 かつ、 こ れ
　 　 　 　 　  ら の者がその事業活動を実質的に支配するこ と ができ ると 認めら れる団体（ 中小企業等協同組合及び協業組合を含む。 ） と する。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 当該地域の地方公共団体及び竹材関連の企業、 団体等が主たる構成員又は出資者（ 地方公共団体を除き 、 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ている者
　 　 　 　 　  又は居住する者に限る。 ） と なっ ており 、 かつ、 こ れら の者がその事業活動を実質的に支配するこ と ができ ると 認めら れる法人で、 林業・ 木材産業の振興を目的と
    　      するも のと する。
　 　 　 　 ( ｳ) 　 竹材関連業者等が組織する団体が事業主体と なるのは、 竹材の利用促進の取組を行う 場合に限るも のと する。
　 　 　 エ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※4）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 ②　 特用林産物生産基盤整備の対象は、 以下を満たすも のと する。 （ ※5）
　 　 　 ア　 特用樹林造成及び山菜・ 薬草等造成の事業規模は、 1施行地につき 、 0. 1ha以上と する。 ただし 、 竹林改良以外の改良にあっ ては0. 3haと する。
　  　  イ 　 作業道等整備の要件は次のと おり と する。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 作業道の開設及び改良
　 　 　 　 　 　 a　 補助対象と する作業道は、 都道府県知事が定めた作業道開設基準に適合するも のと する。
　 　 　 　 　 　 b　 利用区域面積
　 　 　 　 　 　 　  路線ごと に利用区域面積が次に掲げる基準におおむね該当するも のと する。
      　      　 　 き のこ ： 伏込地又はほだ場が1ha以上、 なら ・ く ぬぎ・ き のこ 原木等： 3ha以上、 桐： 2ha以上、 竹： 2ha以上、 その他： 1ha以上
　 　 　 　 　 　 c　 延長： 作業道の開設に当たっ ては、 1路線の延長は、 おおむね100m以上と する。
　 　 　 　 　 　 d　 舗装は部分施工と する。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 モノ レール、 連絡道の施設の規模、 構造等は、 それぞれの目的に合致し たも のと する。
　 　 　 ウ　 緑化木に係る事業については、 環境緑化の需要見通し 等を十分に検討し て計画を樹立するも のと する。
　 　 ③　 特用林産物生産施設及び特用林産物加工流通施設の整備を行う に当たっ ては、 事業主体は、 原則と し て、 生産工程管理手法の導入を図るも のと する。 （ ※6）
　 　 　 　 （ 注） 生産工程管理手法と は、 生産者自ら が、 ①作業の計画を立て、 チェ ッ ク シート を定め、 ②チェ ッ ク シート を確認し 作業を行い、 記録し 、 ③記録を点検し 、 改善
    　       点を見出し 、 ④次回の生産に活用すると いう 工程管理を行う ための一連の手法のこ と をいう 。
  　 ④　 特用林産物加工流通施設（ 集出荷施設に限る。 ） の整備を行う に当たっ ては、 当該施設の受益範囲内の関係者と の調整を行っ た上で計画するも のと する。 （ ※7）
　 　 ⑤　 特用林産の振興を図るために必要な施設の整備を行う 事業において、 必要と 認めら れる場合、 事業主体は施設の貸付を行う こ と ができ るこ と と する。
　 　 　 　 施設の貸付けを行う に当たっ ては、 次の要件を満たすも のと する。
　 　 　 ア　 事業主体は、 市町村、 森林組合、 森林組合連合会、 地方公共団体等の出資する法人、 農業協同組合及び農業協同組合連合会と する。
　 　 　 イ 　 施設の貸付けを受ける者（ 以下「 利用者」 と いう 。 ） は、 林業（ 特用林産物） 生産活動に積極的に取り 組む意志のある林業事業体（ ６ の（ ２ ） の①のイ に規定する
　 　 　 　 も の以外の林業事業体も 含む。 ） であるこ と 。
　 　 　 ウ　 受益戸数は、 原則と し て5以上の林業事業体（ ６ の（ ２ ） の①のイ に規定するも の以外の林業事業体も 含む。 ） であるこ と 。
　 　 　 エ　 貸付料は、 「 事業主体が負担する金額（ 事業費－補助金） ／施設の耐用年数＋年間管理費」 以下であるこ と 。
　 　 　 オ　 事業主体は、 用地選定、 用地交渉、 敷地造成、 登記、 設計、 建築及び施設のメ ンテナンス等を責任を持っ て実施するこ と と する。
　 　 　 カ 　 利用者は、 施設を利用するに当たっ ては責任を持っ て行い、 災害等により 当該施設に異常が起き た場合は、 速やかに事業主体に報告するこ と と する。
　 　 　 キ　 事業主体と 利用者の間においては、 貸付の目的、 期間、 貸付料、 貸付料納入の期限及び目的外使用の禁止等の事項について明記さ れた貸付契約を締結するこ と と す
　 　 　 　 る。
   　  　   なお、 事業主体は、 貸付契約の締結に当たっ ては、 あら かじ め、 都道府県知事に協議するも のと する。
　 　 ⑥　 収支を伴う 施設について
　 　 　 　 表中の収支を伴う 施設に該当する施設は、 実施要領様式６ の１ ． ２ の（ ２ ） の（ 注） の１  ｱを参照のこ と 。



（ ３ ） その他
　 　 　 事業内容には、 附帯施設の整備を含む。
９ 　 地域産物活用施設整備
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（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 当該活用を図る林産物等の販売額若し く は生産額若し く は生産量若し く は流通コ スト 等の目標が原則と し て都道府県の目標数値以上又は目標数値
　 　 　 の伸び率以上であるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※１ ）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 ②　 収支を伴う 施設について
　 　 　 　 表中の収支を伴う 施設に該当する施設は、 実施要領様式６ の１ ． ２ の（ ２ ） の（ 注） の１  ｱを参照のこ と 。
（ ３ ） その他　
　 　 　 事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

事業内容： 地域産物を有効活用すると と も に、 林業者の就業機会の確保、 所得の向上を図るため、 林産物等の地域産物の加工・ 販売等に必要な施
　 　 　 　 　 設の整備を行う 。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種
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を
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う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

地域産物活
用施設整備

地域産物加工販
売施設

木工芸品・ 民芸品
等加工販売施設装
置、 地域特産物加
工販売施設装置、
地域産物加工販売
用機械

○

4/10 4/10 4/10 4/10 - - - 4/10 4/10

機械及びその附帯施設の交付率は
1/3以内。 （ ただし 、 沖縄県にあ
っ ては2/3以内。 ）

林産物展示販売
施設

林産物展示販売施
設装置、 展示販売
用機械

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

沖縄林業構
造確立施設
の整備

地域産物加工販
売施設

木工芸品・ 民芸品
等加工販売施設装
置、 地域特産物加
工販売施設装置、
地域産物加工販売
用機械

2/3 2/3 2/3

2/3 2/3

- - 2/3 2/32/3 -

林産物展示販売
施設

林産物展示販売施
設装置、 展示販売
用機械

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3



10　 森林空間活用施設整備
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（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 森林空間活用の利用者数等の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 　 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 ②　 森林空間活用施設を整備する対象地域については、 その区域を「 重点地区」 と 「 周辺エリ ア」 に区分し 、 施設の整備を行う こ と と する。 重点地区は、 管理施設等のセ
　 　 　 ンタ ー的施設を中心と し て重点的に施設の整備を行う 区域と し 、 区域面積はおおむね30ha以上と する。 周辺エリ アと は、 重点地区を中心と し て一体的に利用可能な周辺
　 　 　 の区域であっ て重点地区から 連絡する林道・ 歩道等があるおおむね片道2km程度の範囲内の区域と する。
　 　 ③　 森林空間活用施設整備のう ち教養文化施設、 林間広場施設、 山村体験交流施設並びに連絡道、 集落散策道及び簡易給排水施設以外の森林空間管理施設（ 以下「 教養文
　 　 　 化施設等」 と いう 。 ） の整備ついては、 次のと おり と する。 （ ※4）
　 　 　 ア　 対象地域は、 原則と し て5戸以上の森林所有者が所有する私有林であっ て、 こ のう ち一の森林所有者の所有する森林の面積が、 当該地域の森林面積の2分の1未満と す
　 　 　 　 る。 ただし 、 林業者の就労の促進等林業者の定住化に資する面が大き い場合においては、 公有林又は国有林を対象地域と するこ と ができ るも のと する。
　 　 　 イ 　 教養文化施設等の整備に当たっ ては、 次の点に留意するも のと する。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 既存樹木の伐採をでき るだけ少なく し 、 地形を大き く 変更する工事は最小限度にと どめるも のと するこ と 。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 既に施設整備のなさ れた地域を除き 、 原則と し て森林の保健機能の増進に関する特別措置法（ 平成元年法律第71号。 以下「 特別措置法」 と いう 。 ） 第６ 条第３ 項
　 　 　 　 　  の規定に基づく 「 森林保健機能増進計画」 の認定を受けた地域又は認定を受けるこ と が確実と 認めら れる地域において実施するも のと するこ と 。
　 　 　 　 　  　 なお、 既に施設整備のなさ れた地域についても 、 特別措置法の趣旨を踏まえ、 可能な限り 「 森林保健機能増進計画」 の認定を受けるよう 努めるも のと するこ と 。
　 　 ④　 森林空間管理施設整備のう ち連絡道の整備を行う に当たっ ては、 都道府県道、 市町村道、 農道及び林道以外の道路を対象と し て採択するも のと する。 ただし 、 1級及び
　 　 　 2級以外の市町村道であっ て、 あら かじ め道路管理者及び関係都道府県の道路関係部局と の調整が図ら れた市町村道については、 連絡道と し て採択するこ と ができ るも の

　 　 ⑤　 連絡道の整備に係る用地の取得又は貸借に要する補償費については、 「 森林整備事業設計積算要領の制定について」 （ 平成12年3月31日付け12林野計第138号林野庁長
　 　 　 官通知） に定めると こ ろ に準ずるも のと し 、 連絡道の整備に係るも の以外は、 施設費の対象と し ないも のと する。 （ ※6）
　 　 ⑥　 収支を伴う 施設について
　 　 　 　 表中の収支を伴う 施設に該当する施設は、 実施要領様式６ の１ ． ２ の（ ２ ） の（ 注） の１  ｱを参照のこ と 。
（ ３ ） その他　
　 　 　 事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

2/3 2/3

事業内容： 地域の資源である森林空間を総合的に活用し 、 林業体験、 森林のレク リ エーショ ン的利用、 教育・ 文化的利用等都市と の交流を促進す
　 　 　 　 　 るこ と により 、 森林・ 林業に対する理解を深め、 も っ て林業者の就業・ 所得機会の向上に資する施設の整備を行う 。

備　 　 　 　 考

沖縄林業構
造確立施設
の整備

森林空間活
用施設整備

①教養文化施
設、 ②林間広場
施設、 ③山村体
験交流施設、 ④
森林空間管理施
設※4･5･6

①林業体験林、 山
菜園等、 ②林間広
場、 バンガロー
等、 ③山村体験宿
泊施設、 交流促進
センタ ー等、 ④取
付道路、 総合案内
施設等

○ 2/3 2/3

　 　 　 と する。 （ ※5）

2/3 2/3 2/3



11　 活動拠点施設整備

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
都
道
府
県

市
町
村

森
林
組
合
※

1 森
林
組
合
連

合
会

林
業
者
等
の
組
織

す
る
団
体
※
2

地
方
公
共
団
体
等
が
出

資
す
る
法
人
（

第
３
セ

ク
タ
ー

等
）

※
3

P
F
I
事
業

者

（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 活動拠点の利用者数等の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 林業総合センタ ーの規模は、 1, 000平方メ ート ル以下のも のと するこ と 。
　 　 　 ウ　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 ②　 林業情報処理施設と し て森林GI S（ 地理情報システム） を整備する場合において、 既に都道府県等が森林GI Sを整備し ている場合は、 事業主体は整備さ れたデータ の相
　 　 　 互利用を図るよう に努めるこ と 。 （ ※4）
（ ３ ） その他　
　 　 　 事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

事業内容： 林業者の研修、 集会等の活動の充実・ 強化及び林業情報の一元的処理による林業生産活動の効率化を図るため、 林業者の活動の拠点と
　 　 　 　 　 なる施設の整備を行う 。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

活動拠点施
設整備

①林業総合セン
タ ー、 ②林業情
報処理施設※
4、 ③移動通信
連絡施設

①林業総合セン
タ ー、 ②情報処理
機械施設、 情報処
理センタ ー、 ③移
動通信連絡施設

-

- 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

林業総合センタ ー及びこ れら の付
帯施設の交付率
○建築する面積が300平方メ ート ル
以下： 1/2以内
○301平方メ ート ル以上～1, 000平
方メ ート ル以下： ｛ （ 300×1/2＋
（ 建築する面積－300） ×4/10） ／
建築する面積｝ 以内
なお、 建築する面積は、 延べ面積
で整数と し 、 小数点以下第１ 位を
四捨五入するも のと する。 交付率
は、 小数点以下第３ 位までと し 、
小数点以下第４ 位を四捨五入する
も のと する。 （ ただし 、 沖縄県に
あっ ては、 2/3以内。 ）

技術訓練施設

技術訓練用建物、
技術訓練用備品、
技術訓練用機械器
具

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

2/3

1/21/2

沖縄林業構
造確立施設
の整備

①林業総合セン
タ ー、 ②林業情
報処理施設※
4、 ③移動通信
連絡施設

①林業総合セン
タ ー、 ②情報処理
機械施設、 情報処
理センタ ー、 ③移
動通信連絡施設

- 2/3 2/3 2/3

技術訓練施設

技術訓練用建物、
技術訓練用備品、
技術訓練用機械器
具

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

2/3

2/3

2/3

2/3



12　 生活環境施設整備 事業内容： 林業者等の生活環境を改善し 、 定住化を促進するために必要な施設の整備を行う 事業と する。

① ② ③ ④
市
町
村

森
林
組
合
※

1 森
林
組
合
連

合
会

林
業
者
等
の
組
織

す
る
団
体
※
2

（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 生活環境関連の利用者数等の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 ②　 生活環境施設整備のう ち集落水利施設の整備を行う に当たっ て、 備考欄の耐震性貯水槽と は、 消防担当部局と 連携し て整備する耐震性貯水槽であっ て消防防災施設整
　 　 　 備費補助金交付要綱（ 平成14年4月1日付け消防消第69号通知） 別表第3の第1に定める規格に適合する防火水槽と する。
　 　 ③　 生活環境施設整備については、 他の施設と 一体的に行う こ と と する。
　 　 ④　 生活環境施設整備のう ち連絡道の整備を行う に当たっ ては、 都道府県道、 市町村道、 農道及び林道以外の道路を対象と し て採択するも のと し 、 林道規定（ 昭和48年4月
　 　 　  1日付け48林野道第107号林野庁長官通知） に定める構造を有し ており 、 原則と し て自動車道2級及び自動車道3級と する。
　 　 　 　 ただし 、 1級及び2級以外の市町村道であっ て、 あら かじ め道路管理者及び関係都道府県の道路関係部局と の調整が図ら れた市町村道については、 連絡道と し て採択す

　 　 ⑤　 連絡道の整備に係る用地の取得又は貸借に要する補償費については、 「 森林整備事業設計積算要領の制定について」 （ 平成12年3月31日付け12林野計第138号林野庁長
　 　 　 官通知） に定めると こ ろ に準ずるも のと し 、 連絡道の整備に係るも の以外は、 施設費の対象と し ないも のと する。 （ ※4）
（ ３ ） その他　
　 　 　 事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

生活環境施
設整備

①連絡道整備※
3･4、 ②山村広
場施設、 ③集落
水利施設

①連絡道開設、 連
絡道改良、 連絡道
舗装、 ②山村広
場、 駐車場等、 ③
簡易給排水施設、
防火用水槽

-

1/2 1/2 1/2 1/2

山村広場施設及び集落水利施設（
（ 地震防災対策特別措置法（ 平成7
年法律第111号。 以下「 法」 と いう
。 ） 第2条の地震防災緊急事業5箇
年計画以下「 地震防災緊急事業5箇
年計画」 と いう 。 ） に基づいて実
施さ れる事業のう ち法別表1に定め
る耐震性貯水槽及び貯水槽に該当
するも のを除く 。 ） 並びにこ れら
の付帯施設にあっ ては、 4/10以内
。 （ ただし 、 沖縄県にあっ ては、
2/3以内。 ）

沖縄林業構
造確立施設
の整備

①連絡道整備※
3･4、 ②山村広
場施設、 ③集落
水利施設

①連絡道開設、 連
絡道改良、 連絡道
舗装、 ②山村広
場、 駐車場等、 ③
簡易給排水施設、
防火用水槽

2/3 2/3 2/3 2/3

　 　 　 るこ と ができ るも のと する。 （ ※3）



13　 木材加工流通施設整備 事業内容： 地域内で生産さ れる木材の有効な活用を図るため、 効率的な木材の処理及び加工等に必要な施設の整備を行う 。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
市
町
村

森
林
組
合
※

1 生
産
森
林
組

合 森
林
組
合
連

合
会

林
業
者
等
の
組
織

す
る
団
体
※
2

地
方
公
共
団
体
等
が
出

資
す
る
法
人
（

第
３
セ

ク
タ
ー

等
）

※
3

木
材
関
連
業
者
等

の
組
織
す
る
団
体

※
4

地
域
材
を
利
用

す
る
法
人
※
5

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

木材加工流
通施設整備

木材処理加工施
設※6

木材製材施設装
置、 集成材加工施
設装置、 合・ 単板
加工施設装置、 プ
レカ ッ ト 加工施設
装置、 木材加工施
設装置、 木材材質
高度化施設装置、
木材処理加工用機
械、 丸棒加工施設
装置、 杭加工施設
装置

○

- 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - -

１ 　 政策目的「 林業の持続的かつ
  健全な発展」 を目的と するも の
  は、 政策目標「 望まし い林業構
  造の確立」 、 政策目的「 木材産
  業の健全な発展と 木材利用の推
  進」 を目的と するも のは、 政策
  目標「 木材利用及び木材産業体
  制の整備推進」 で行う こ と 。
２ 　 機械及びその附帯施設の交付
  率は1/3以内。 （ ただし 、 沖縄
　 県にあっ ては2/3以内。 ）

木材集出荷販売
施設※7

木材集出荷販売施
設装置、 木材集出
荷用機械

- 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - -

木材産業構
造改革整備

木材処理加工施
設※6

木材製材施設装
置、 集成材加工施
設装置、 合・ 単板
加工施設装置、 プ
レカ ッ ト 加工施設
装置、 木材加工施
設装置、 木材材質
高度化施設装置、
木材処理加工用機
械

1/2
※11

1/2 - 1/2 1/2 1/2 1/3 -

木材集出荷販売
施設※7

木材集出荷販売施
設装置、 木材集出
荷用機械

- 1/2 - 1/2 1/2 1/2 1/3 -

地域材の水
平連携加工
システム整
備※8

木材処理加工施
設※6

木材製材施設装
置、 集成材加工施
設装置、 合・ 単板
加工施設装置、 プ
レカ ッ ト 加工施設
装置、 木材加工施
設装置、 木材材質
高度化施設装置、
木材処理加工用機
械、 品質向上・ 物
流拠点施設装置

- 1/2 - 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
市
町
村

森
林
組
合
※

1 生
産
森
林
組

合 森
林
組
合
連

合
会

林
業
者
等
の
組
織

す
る
団
体
※
2

地
方
公
共
団
体
等
が
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資
す
る
法
人
（

第
３
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※
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木材集出荷販売
施設※7

木材集出荷販売施
設装置、 木材集出
荷用機械

－ 1/2 － 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3

木材集出荷販売
施設※7

木材集出荷販売施
設装置、 木材集出
荷用機械

－ 1/2 － 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

地域材の水
平連携加工
システム整
備※8

木材加工流
通施設整備

木材集出荷販売
施設※7

木材集出荷販売施
設装置、 木材集出
荷用機械

○

-  1/2 - 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3

１ 　 政策目的「 林業の持続的かつ
  健全な発展」 を目的と するも の
  は、 政策目標「 望まし い林業構
  造の確立」 、 政策目的「 木材産
  業の健全な発展と 木材利用の推
  進」 を目的と するも のは、 政策
  目標「 木材利用及び木材産業体
  制の整備推進」 で行う こ と 。
２ 　 機械及びその附帯施設の交付
  率は1/3以内。 （ ただし 、 沖縄
　 県にあっ ては2/3以内。 ）

製紙用間伐
材チッ プ安
定供給シス
テムモデル
整備※9

木材処理加工施
設※6

チッ プ加工施設装
置、 木材処理加工
用機械

- 1/2 - 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3

木のまち・
木のいえ環
境モデル整
備※10

木材処理加工施
設※6

木材材質高度化施
設装置、 木材処理
加工用機械、 新し
い木材活用のため
の加工供給施設装
置

－ 1/2 － 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3

沖縄林業構
造確立施設
の整備

木材処理加工施
設※6

木材製材施設装
置、 集成材加工施
設装置、 合・ 単板
加工施設装置、 プ
レカ ッ ト 加工施設
装置、 木材加工施
設装置、 木材材質
高度化施設装置、
木材処理加工用機
械、 丸棒加工施設
装置、 杭加工施設
装置

2/3
※11

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 -

木材集出荷販売
施設※7

木材集出荷販売施
設装置、 木材集出
荷用機械

- 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 -



（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 当該加工部門の地域材利用量（ 加工量、 流通量、 乾燥量） 若し く は製材の生産性若し く は乾燥材の割合等の目標が原則と し て都道府県の目標数値
　 　 　 以上又は目標数値の伸び率以上であるこ と 又は当該施設と 一体と なる加工施設等について機能要件を満たし ているこ と 。 （ 環境対策等の施設については、 構造改革プロ
　 　 　 グラ ムに示す定性的目標に即し ているこ と 。 ）
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずるこ と と し 、 かつ、 当該地域における林業生産と の密接な関係を有し ているこ と 。
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 　 エ　 木材関連業者等の組織する団体（ ※4）
　 　 　 　 ( ｱ) 　 林業・ 木材産業及び建築業を営む者が主たる構成員又は出資者（ 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ている者又は居住する者に限る。 ） と なっ ており
　 　 　 　 　  かつ、 こ れら の者がその事業活動を実質的に支配するこ と ができ ると 認めら れる団体（ 中小企業等協同組合及び協業組合を含む。 ） と する。 　
　 　 　 　 ( ｲ) 　 当該地域の地方公共団体及び木材関連業の企業、 団体等が主たる構成員又は出資者（ 地方公共団体を除き 、 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ている
　 　 　 　 　  者又は居住する者に限る。 ） と なっ ており 、 かつ、 こ れら の者がその事業活動を実質的に支配するこ と ができ ると 認めら れる法人で、 林業・ 木材産業の振興を目的
     　     と するも のと する。
　 　 　 オ　 地域材を利用する法人（ ※5）
　 　 　 　 　 　 ６ の（ ２ ） の①のアに準ずるこ と と し 、 かつ、 当該地域における木材産業と の密接な関係を有し ているこ と 。 ただし 、 木のまち・ 木のいえ環境モデル整備について
　 　 　 　 　 取り 組む場合は、 次のと おり と する。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 林業・ 木材産業及び建築業を営む者が主たる構成員又は出資者（ 原則と し て、 事業実施地域において事業を行っ ている者又は居住する者に限る。 ） と なっ ており
　 　 　 　 　  かつ、 こ れら の者がその事業活動を実質的に支配でき ると 認めら れる法人。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 防･耐火処理や防腐処理等を施し た地域材製品、 品質・ 性能等が明示さ れた地域材製品の生産に取り 組む者であり 、 かつ、 当該地域における木材産業と の密接な
            関係を有し ているこ と 。
　 　 　 カ 　 事業主体は、 木材処理加工施設の整備にあたり 、 品質・ 性能の確かな木材製品を供給する観点から 、 Ｊ Ａ Ｓ 認定取得に努めるこ と と する。
　 　 ②　 木材処理加工施設の整備を行う 事業について（ ※6）
　 　 　 ア　 あら かじ め、 受益の範囲内で同様の木材処理加工を営む者を構成員と する団体等と 調整を行う も のと する。
　 　 　 イ 　 木材処理加工施設については、 原木の調達先及び製品の販路が明確と なっ ており 、 継続的に確保さ れると 認めら れるも のであるこ と 。
　 　 ③　 木材集出荷販売施設の整備を行う 事業については、 当該施設の受益の範囲内の関係者と の調整を行っ た上で計画するも のと する。 （ ※7）
　 　 ④　 水平連携システムにおける取組については、 以下のと おり と する。 （ ※8）
　 　 　 　 ６ の（ ２ ） の④のア・ イ ・ オに準ずるこ と と する。 ただし 、 イ については、 水平連携マスタ ープラ ンに水平連携促進事業体（ 生産品目等転換又は品質向上・ 物流効率
　 　 　 化又は原料転換） と し て位置付けら れているこ と と し 、 地域の素材生産業者等と 木材安定取引協定等を締結するも のと する。 なお、 木材安定取引協定等においては、 樹
　 　 　 種、 取扱量、 期間（ 原則と し ておおむね5年間） 等必要な事項を定めるも のと する。
　 　 　 ア　 生産品目等転換について
　 　 　 　 　 事業主体の規模は、 原則と し て、 現状の素材消費量（ 原木換算） が、 おおむね10, 000㎥未満と し 、 生産し た製品のおおむね70%以上を品質向上・ 物流効率化に取り 組
　 　 　 　 む事業体へ納品するも のと する。
　 　 　 イ 　 品質向上・ 物流効率化について
　 　 　 　 　 事業主体は、 生産品目等転換に取り 組む事業体から 納品さ れる製品の乾燥仕上・ 高次加工を行う こ と が可能な規模の施設を有するも の又は本事業により 施設整備を
　 　 　 　 行う も のと し 、 かつ、 Ｊ Ａ Ｓ 認定事業体若し く は本事業により Ｊ Ａ Ｓ 認定の取得が確実な事業体であるこ と と する。 なお、 事業主体の事業別の規模又は能力について
　 　 　 　 は、 次のと おり と する。
　 　 　    a　 製材　 地域材消費量10, 000m3/年以上、 b　 集成材加工　 地域材消費量（ 原木換算） 10, 000m3/年以上、 c　 合・ 単板加工　 地域材消費量10, 000m3/年以上、 d　 チッ プ
　 　 　 　  加工　 地域材消費量（ 原木換算） 10, 000m3/年以上、 e　 プレカ ッ ト 加工　 地域材製品出荷量（ 原木換算） 12, 000m3/年以上、 f 　 木材集出荷　 地域材取扱量（ 原木換算
    　    30, 000m3/年以上
　 　 　 ウ　 原料転換について
　 　 　 　 　 事業主体は、 事業計画期間内に当該加工施設において加工する原木の全てを国産材へ転換するも のと する。
　 　 ⑤　 チッ プ供給モデル整備における取組については、 以下のと おり と する。 （ ※9）
　 　 　 ア　 ６ の( ２ ) の⑤のア・ イ ・ ウ・ カ に準ずるこ と と する。 ただし 、 事業主体は、 地域の素材生産業者等と 木材安定取引協定等を締結するも のと する。 なお、 木材安定取引
　 　 　 　 協定等においては、 樹種、 取扱量、 期間（ 原則と し ておおむね5年間） 等必要な事項を定めるも のと する。



　 　 　 イ 　 事業主体の地域材（ 丸太） 消費量（ 原木換算） が、 「 森林・ 林業・ 木材産業づく り 交付金実施要領（ 平成20年3月31日付け19林政経第310号林野庁長官通知） 」 第２ に
　 　 　 　 基づく 計画において10, 000ｍ3/年以上と 計画さ れており 、 こ のう ち間伐材消費量が、 年間の地域材消費量の概ね２ 割以上又は5, 000ｍ3/年以上であるも のと する。
　 　 ⑥　 木のまち・ 木のいえ環境モデル整備における取組については、 以下のと おり と する。 （ ※10）
　 　 　 ア　 当該事業による、 最終加工製品の生産及び供給の計画（ 以下「 木のまち・ 木のいえマスタ ープラ ン」 ） が作成さ れているこ と と し 、 木のまち・ 木のいえマスタ ープラ
　 　 　 　 ンに示さ れた目標の達成に資するも のと する。
　 　 　 イ 　 地域材製品の産地の明確化等の仕組みづく り に努めるこ と と する。 　
　 　 ⑦　 市町村が事業主体と なるのは、 貸付に係る木材処理加工施設に限る。 （ ※11）
　 　 ⑧　 事業主体が貸付け行う 上記事業内容中の施設の交付対象は、 以下のと おり と する。
　 　 　 ア　 木材産業構造改革整備及び沖縄林業構造確立施設の整備に限る。
　 　 　 イ 　 木材処理加工施設のう ち木材乾燥施設や高次加工施設のう ち移動可能な施設装置や機械など、 地域の幅広い事業者による利用が可能な施設でかつ、 ブラ ンド 化し た
　 　 　 　 乾燥材等高次加工品を生産する体制の整備に当たり 緊急に必要な施設。 （ 以下、 「 貸付高次加工施設」 と いう 。 ）
　 　 　 ウ　 木材処理加工施設のう ち製材施設等のう ちダイ オキシン対応型焼却炉等であっ て、 地域の幅広い事業者による利用が可能な施設で、 かつ木材産業の環境対策の実施
　 　 　 　 に当たり 緊急に必要な施設。 ( 以下、 「 貸付環境対策施設」 と いう 。 ）
　 　 ⑨　 ⑧のイ の貸付高次加工施設の貸付に当たっ ては次の要件を満たすも のと する。
　 　 　 ア　 事業主体は、 地域における乾燥材等の高次加工材の品質基準を地域の実態に応じ て作成し 、 その基準による共同品質管理を推進するも のと し 、 そのための体制及び
　 　 　 　 指導能力を備えた団体と する。
　 　 　 イ 　 利用者は、 原則と し て事業主体の構成員又は事業主体を構成する団体の構成員であるこ と と し 、 事業主体の指導のも と で共同品質管理により 乾燥材等の高次加工材
　 　 　 　 生産を行う と と も に、 地域への技術定着に協力するこ と により 乾燥材の産地形成に努める者と する。         
　 　 　 ウ　 事業主体は、 利用者間の調整を行い、 でき るだけ広く 利用者を募るこ と に努めるこ と と し 、 3以上の事業者の利用を前提と し た利用計画を策定するこ と と する。
   　      また、 生産さ れる乾燥材等は、 事業主体が定めた品質基準を満たし ているこ と のほか、 同一ブラ ンド 名の表示を行う こ と を条件と する。                    
　 　 　 エ　 事業主体は、 共同利用の方法等について管理規程又は利用規程を定め、 機械施設の目的、 内容（ 種類、 構造、 規模、 型式、 数量） 、 所在、 管理責任者、 利用の範囲、
　 　 　   利用方法、 使用料、 保管、 償却に関する事項を明ら かにするこ と と する。
　 　 　 オ　 貸付料は、 「 事業主体が負担する金額（ ＝事業費－補助金） ／耐用年数＋年間管理費」 以下であるこ と 。                                                  
　 　 　 カ 　 事業主体は、 機械施設の使用が特定の構成員と なら ないよう 貸付契約の期間を原則1年以内と し 、 毎年機械施設の利用者を募り 総会等の承認を経て利用者を決定する
　 　 　   こ と と する。 なお、 契約の更新は可能と する。                         
　 　 　 キ　 事業主体と 利用者と の間において、 貸付の目的、 期間、 貸付料、 貸付料納入の期限及び方法、 目的外使用の禁止等の事項について明記し た貸付契約を締結するも の
　 　 　   であるこ と 。   
    　     なお、 事業主体は、 貸付契約の締結に当たっ ては、 あら かじ め、 都道府県知事に協議するも のと する。                                                 
　 　 　 ク 　 事業主体は、 機械施設の定期的な点検を適切に行う など、 機械施設の維持・ 管理に努めるこ と と する。                                                   
　 　 ⑩　 ⑧のウの貸付環境対策施設の貸付に当たっ ては次の要件を満たすも のと する。
　 　 　 ア　 事業主体は、 地域における製材工場等の木く ず等の処理・ 利用を推進するも のと し 、 木く ず等の処理や資源の有効活用及び検査等の環境対策について管理基準を作
　 　 　   成し 、 その基準により 地域の木材産業の環境向上を図る団体であり 、 そのための体制及び指導能力を備えた団体と する。       
　 　 　 イ 　 利用者は、 原則と し て事業主体の構成員又は事業主体を構成する団体の構成員であるこ と と し 、 共通の管理基準により 事業主体の指導のも と で木く ず等の処理・ 利
   　    用に努める者と する。                                                 
　 　 　 ウ　 事業主体は、 利用者間の調整を行い、 でき るだけ広く 利用者を募るこ と に努めるこ と と し 、 3以上の事業者の利用を前提と し た利用計画を策定するこ と と する。
　 　 　 エ　 上記のほか、 ⑨のエ～ク に準じ る。                                     
　 　 ⑪　 収支を伴う 施設について
　 　 　 　 表中の収支を伴う 施設に該当する施設は、 実施要領様式６ の１ ． ２ の（ ２ ） の（ 注） の１  ｱを参照のこ と 。
（ ３ ） その他　
　 　   事業内容には、 附帯施設の整備を含む。



事業内容： 森林及び木材の加工過程で発生するバイ オマスを活用するために必要な施設の整備を行う 。
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（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 木質バイ オマスの利用量若し く は地域材の利用量等の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であるこ と 。 （ 環境対策等の施設については、 構造
   　  改革プログラ ムに示す定性的目標に即し ているこ と 。 ）
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 　 エ　 木材関連業者等の組織する団体（ ※4）
　 　 　 　 　 　 13の（ ２ ） の①のエに準ずる。 　

14　 森林バイ オマス等活
    用施設整備

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

森林バイ オ
マス等活用
施設整備

森林バイ オマス
再利用促進施設

森林バイ オマス加
工施設装置、 森林
資源再処理施設装
置、 森林バイ オマ
ス再利用促進用機
械

○

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 -

機械及びその附帯施設の交付率は
1/3以内。 （ ただし 、 沖縄県にあ
っ ては、 2/3以内。 ）

木質エネルギー
等利用促進施設
※5

木質エネルギー等
利用促進施設装
置、 木質エネル
ギー等利用促進用
機械

- 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 -

木材産業構
造改革整備

森林バイ オマス
再利用促進施設

森林バイ オマス加
工施設装置、 森林
資源再処理施設装
置、 森林バイ オマ
ス再利用促進用機
械

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3

木質エネルギー
等利用促進施設
※5

木質エネルギー等
利用促進施設装
置、 木質エネル
ギー等利用促進用
機械

- 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3



　 　 ②　 木質エネルギー等利用促進施設の整備に当たっ ては、 以下のいずれかを満たし ているこ と 。 （ ※5）
　 　 　 ア　 既存又は新設の製材施設、 森林空間活用施設等と 密接な関連を持っ た施設の整備であるこ と 。
　 　 　 イ 　 地域における林産物の生産・ 加工・ 流通等と 密接な関連を持っ た施設の整備であるこ と 。
　 　 ③　 事業主体が貸付けを行う 上記事業内容の施設の補助対象は、 13木材加工流通施設整備の細則の⑧のイ に規定する貸付高次加工施設又はウに規定する貸付環境対策施設
　 　 　 と 併せて行う 森林バイ オマス再利用促進施設及び木質エネルギー等利用促進施設であっ て、 13木材加工流通施設整備の細則の⑨又は⑩の要件を原則と し て満たすも のと
   　  する。 　
　 　 ④　 収支を伴う 施設について
　 　 　   表中の収支を伴う 施設に該当する施設は、 実施要領様式６ の１ ． ２ の（ ２ ） の（ 注） の１  ｱを参照のこ と 。
（ ３ ） その他　
　 　   事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

15　 需要拡大施設整備 事業内容： 地域内で生産さ れる木材の需要の拡大と と も に新たな用途を開発するため、 展示販売施設の整備等を行う 。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
都
道
府
県

市
町
村

森
林
組
合
※

1 森
林
組
合
連

合
会

林
業
者
等
の
組
織

す
る
団
体
※
2

地
方
公
共
団
体
等
が
出

資
す
る
法
人
（

第
３
セ

ク
タ
ー

等
）

※
3

木
材
関
連
業
者
等

の
組
織
す
る
団
体

※
4

沖縄林業構
造確立施設
の整備

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 需要拡大関連の利用者数等の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 　 エ　 木材関連業者等の組織する団体（ ※4）
　 　 　 　 　 　 13の（ ２ ） の①のエに準ずるこ と と し 、 政策目標「 木材利用及び木材産業体制の整備推進」 に係る事業を実施し た場合に限るも のと する。 （ ただし 、 沖縄県を除
    　     く 。 ） 　
（ ３ ） その他　
　 　   事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

事業内容： 医療施設、 社会福祉施設等における木質内装、 木製外構施設、 木製遊具の整備を行う 事業と する。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

林業構造確
立施設の整
備

需要拡大促
進施設整備

需要拡大促進施
設

需要拡大促進施設
装置、 木材活用
DI Y施設装置、 需
要拡大促進用機械

-

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 -

機械及びその附帯施設の交付率は
1/3以内。 （ ただし 、 沖縄県にあ
っ ては、 2/3以内。 ）

木材産業構
造改革整備

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 4/10

16　 医療・ 社会福祉関連
　 　 施設整備



17　 学校関連施設整備 事業内容： 転用さ れた余裕教室の木質内装、 学校に複合し て整備する木造公共施設、 部室や外構等の木造学校周辺施設、 地域間交流のための木造
　 　 　 　 　 研修施設、 環境を考慮し た学校施設（ エコ スク ール） のパイ ロッ ト ・ モデル事業による学校施設の木質内装の整備を行う 事業と する。

18　 先駆的施設整備 事業内容： 低コ スト 化、 耐火性能の向上、 環境負荷低減など先駆性のある木造公共施設、 木質内装、 木製外構施設の整備を行う 事業と する。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
都
道
府
県

市
町
村

地
方
公
共
団
体
が

出
資
す
る
法
人
※

1 P
F
I
事
業

者 特
別
区

地
方
公
共
団

体
の
組
合

社
会
福
祉
法

人 医
療
法
人

（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 事業費（ 単位面積） 当たり の地域材利用量若し く は事業費（ 単位面積） 当たり の利用者数等の目標が原則と し て都道府県の目標数値以上若し く は目
　 　 　 標数値の伸び率以上であるこ と 、 又は地域材の利用促進に関する都道府県の目標数値の達成に必要なこ と が明ら かであるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　   施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 　  地方公共団体が出資する法人（ ※1）

　 　 ②　 地域材の利用促進に資するも のと し 、 波及効果の高い施設と するこ と 。
　 　 ③　 施設の整備に当たっ ては、 木の良さ が積極的に発揮さ れるなど、 展示効果が上がるよう 配慮するこ と 。
　 　 ④　 こ の事業により 整備する施設は原則と し て地域材を利用するこ と 。
　 　 ⑤　 木質内装整備の対象が国庫補助事業により 建設さ れた施設である場合には、 原則と し て、 建設さ れてから 10年を経過し たも ので、 かつ、 耐用年数（ 減価償却資産の耐
　 　 　 用年数等に関する省令（ 昭和40年3月31日大蔵省令第15号） に定める年数をいう 。 ） の残存期間が10年以上ある施設であるこ と 。
　 　 ⑥　 医療・ 社会福祉関連施設における木製遊具整備は、 原則と し て既設の施設へ木製遊具を追加整備するも のであるこ と 。 （ ※2）
　 　 ⑦　 本事業で整備し た施設の維持・ 修繕のために必要な額を超えるよう な利用料を徴収し たり 、 物品の販売を行う など、 営利を目的と する施設を対象と し ない。
　 　 ⑧　 他府省の所管事業で補助対象と なっ ている施設等については対象と し ない。 （ ただし 、 上記事業種目の医療・ 社会福祉関連施設整備及び学校関連施設整備に該当する
  　   も のは対象と する。 ）
　 　 ⑨　 学校関連施設整備は以下の要件を満たし ているこ と 。 （ ※3）
　 　 　 ア　 都道府県又は市町村教育担当部局等と の間において、 用地使用の承認等の手続き が的確に行われているこ と 。
　 　 　 イ 　 余裕教室の木質内装の整備については、 用途変更が的確に行われているこ と 。
　 　 　 ウ　 学校施設の木質内装の整備については、 「 環境を考慮し た学校施設（ エコ スク ール） の整備推進に関するパイ ロッ ト ・ モデル事業実施要項」 （ 平成19年3月23日付け
　 　 　 　 18文科施第602号、 18林政利第63号、 19･03･19資庁第2号、 環政経発第070323002号、 環地温発第2006030839号、 文部科学省大臣官房文教施設企画部、 農林水産省林野庁
   　    経済産業省資源エネルギー庁、 環境省総合環境政策局連名通知） の7に定める事業計画書の決定がなさ れているこ と 。
　 　 ⑩　 取組の成果について、 他のモデルと なるよう 広く 普及するこ と 。
　 　 ⑪　 施設が整備さ れる都道府県又は市町村において、 公共施設等における木材利用推進に関する明確かつ具体的な方針・ 計画等が策定さ れ、 本事業による施設整備後も 継
　 　 　 続的な取組が行われるこ と が確実と 認めら れるこ と 。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

木造公共施
設整備

医療・ 社会
福祉関連施
設整備

医療・ 社会福祉
関連施設

木質内装、 木製外
溝施設、 木製遊具
※2

-

1/2 1/2 - 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

学校関連施
設整備※3

学校関連施設

木造公共施設、 木
造研修施設、 木造
部屋、 その他の木
造施設、 余裕教室
木質内装、 学校施
設木質内装、 木製
外構施設

1/2 1/2 - 1/2 1/2 1/2 - -

先駆的施設
整備

先駆的施設
木造施設、 木質内
装、 木製外構施設

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 - -

　 　 　    地方公共団体のみが出資し 、 かつ、 その事業活動を実質的に支配するこ と ができ ると 認めら れる法人で林業の振興を目的と するも のと する。



（ ３ ） その他　
　 　   事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

事業内容： 林地残材等の収集・ 運搬の効率化に資する機材等の整備を行う 事業と する。

事業内容： 未利用木質資源をバイ オマスエネルギー又は製品の原料と し て活用するために必要な施設の整備を行う 事業と する。
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（ １ ） 採択基準
　 　 ①　 機能要件
　 　 　 　 受益範囲において、 木質バイ オマス利用量の目標が都道府県の目標数値の伸び率以上であるこ と 、 又は未利用木質資源の利用促進に関する都道府県の目標数値の達成
 　    に必要なこ と が明ら かであるこ と 。
　 　 ②　 その他の要件
　 　 　 ア　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 　 イ 　 1事業費は、 おおむね500万円以上と する。

19　 林地残材活用機材整
    備
20　 木質バイ オマス供給
    施設整備
21　 木質バイ オマスエネ
    ルギー利用施設整備

事業内容： 公共施設等において木質バイ オマスを燃料と し て利用するために必要な施設の整備及び貸付用ペレッ ト スト ーブの導入を行う 事業と す
          る。

メ ニュ ー 事業種目 事業内容 工種

収
支
を
伴
う
施
設

事　 　 業　 　 主　 　 体

備　 　 　 　 考

木質バイ オ
マス利用促
進整備

林地残材活
用機材整備

林地残材活用機
材

林地残材活用機械 - 1/3 1/3 1/3 1/3 - - - 1/3 - 1/3 1/3 - - 1/3

１ 　 機械及びその附帯施設の交付
  率は1/3以内（ 備考３ を除く ） 。
２ 　 民間事業者が事業主体の場合
  であっ て、 かつ、 山村部等にお
  いて未だ広く 普及し ていない、
  ①木質バイ オマスをガス化又は
  エタ ノ ール発酵するこ と により
  エネルギー利用を行う 木質バイ
  オマス供給施設（ 単なる熱利用
  用を除く 。 ） 、 ②技術の内容・
　 普及度合い等から みて、 ①と 同
　 等若し く はそれ以上の技術が採
　 用さ れている、 あるいは従来の
　 技術の組み合わせにより 工夫が
　 さ れていると 判断さ れる木質バ
　 イ オマス供給施設にあっ ては、
　 交付率は2分の1以内と する。
３ 　 木質バイ オマス供給事業者と
　 発電事業者等と の安定供給・ 受
　 入協定に基づき 、 5年以上の期間
　 にわたり 、 間伐材又は林地残材
　 を原料と する発電用等木質バイ
　 オマスを年間1万ｍ3（ 原木ベー
　 ス） 以上供給・ 利用するために
　 必要な機材・ 施設にあっ ては、
　 交付率は2分の1以内と する。

木質バイ オ
マス供給施
設整備

木質バイ オマス
供給施設

木質バイ オマス供
給施設装置、 木質
バイ オマスエネル
ギー供給用機械

○ 1/2 1/2 1/2 1/2 - - - 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 1/3

木質バイ オ
マスエネル
ギー利用施
設整備※6

木質バイ オマス
エネルギー利用
施設

木質バイ オマスエ
ネルギー利用施設
装置

- 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3



（ ２ ） 細則
　 　 ①　 事業主体について
　 　 　 ア　 森林組合（ ※1）
　 　 　 　 　 　 ８ の（ ２ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 イ 　 林業者等の組織する団体（ ※2）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のアに準ずる。
　 　 　 ウ　 地方公共団体等が出資する法人（ ※3）
　 　 　 　 　 　 ５ の（ １ ） の①のイ に準ずる。 　
　 　 　 エ　 木材関連業者等の組織する団体（ ※4）
　 　 　 　 　 　 13の（ ２ ） の①のエに準ずる。 　
　 　 　 オ　 民間事業者（ ※5）
　 　 　 　 　 次の( ｱ) ～( ｳ) のいずれかの要件を満たす場合に限る。
　 　 　 　 ( ｱ) 　 次の要件を満たす地域において木質バイ オマスのエネルギー利用又はマテリ アル利用の推進に取り 組む民間事業者で、 地域が一体と なっ て木質バイ オマス供給施
   　       設等の整備を推進し 、 当該地域に賦存する未利用木質資源を効率的に利活用するこ と を目的と する事業者
　 　 　 　 　   a　 バイ オマスタ ウン構想又はバイ オマス利活用の中期的方針が策定さ れているか、 策定さ れるこ と が確実と 見込まれる地域と するが、 施設が設置さ れる都道府県
　 　 　 　 　 　  又は市町村において、 木質バイ オマスの利活用の推進のために定める具体的な目標を伴っ た計画等が策定さ れている場合は、 それをも っ て代えるこ と ができ るも
     　       のと する。
　 　 　 　 　   b  地域で発生し 、 利用可能な木質バイ オマスのう ち、 1種類以上の木質バイ オマスについて、 バイ オマスタ ウン構想の公表基準である利活用割合（ 廃棄物系バイ
     　       オマス90%以上又は未利用バイ オマス40%以上） に相当する木質バイ オマス量の利活用が図ら れる地域。
　 　 　 　 ( ｲ) 　 森林所有者等と 林地残材等の未利用木質バイ オマスの安定的な需給に関する取引協定を締結する等により 林地残材等の未利用木質バイ オマスの利活用に取り 組み
　 　 　 　 　  当該施設の木質バイ オマス利用量の目標に占める林地残材等の未利用の木質バイ オマス利用量の目標の割合が、 構造改革プログラ ムに記載さ れている同割合を上回
    　      るこ と が認めら れる民間事業者。 なお、 B材・ C材安定取引協定等においては、 樹種、 形状、 取扱量、 期間その他必要な事項を定めるも のと する。
　 　 　 　 ( ｳ) 　 地域における需給のマッ チング等を通じ た木質ペレッ ト 等の安定的な流通体制の整備を図る取組（ 木質バイ オマス利用加速化事業のう ち木質ペレッ ト 等地域流通
　 　 　 　 　 整備事業） の実証事業者と する。
　 　 ②　 木質バイ オマス資源の利用促進に資するも ので、 周辺地域への波及効果の高い施設と するこ と 。
　 　 ③　 木質バイ オマスエネルギー利用施設整備におけるペレッ ト スト ーブ（ 貸付用を含む。 ） の導入に当たっ ては、 次の要件を満たすも のと する。 （ ※6）
　 　 　 ア　 木質バイ オマス資源のエネルギーと し ての利用を推進するため、 原則と し て、 同一の事業計画においてペレッ ト 製造施設の整備を行う こ と と するこ と 。
　 　 　 イ 　 原則と し てアのペレッ ト の製造施設において生産さ れるペレッ ト を利用するこ と 。
　 　 　 ウ　 事業主体は、 貸付方法等について管理規程又は利用規程を定め、 目的、 内容（ 種類、 構造、 規模、 型式、 数量） 、 所在、 管理責任者、 利用の範囲、 利用方法、 使用
   　    料、 保管、 償却に関する事項を明ら かにするこ と と する。
　 　 　 エ　 貸付料は、 「 事業主体が負担する金額（ ＝事業費－補助金） ／耐用年数＋年間管理費」 以下であるこ と 。
　 　 　 オ　 事業主体と 利用者と の間において、 貸付の目的、 期間、 貸付料、 貸付料納入の期限及び方法、 目的外使用の禁止等の事項について明記し た貸付契約を締結するも の
   　    であるこ と 。 なお、 事業主体は、 貸付契約の締結に当たっ ては、 あら かじ め、 都道府県知事に協議するも のと する。
　 　 　 カ 　 事業主体は、 ペレッ ト スト ーブの定期的な点検を適切に行う など、 その維持・ 管理に努めるこ と と する。
　 　 ④　 本事業を実施するために都道府県知事が定める事業計画はバイ オマスタ ウン構想等と 整合が図ら れているも のと する。
　 　 ⑤　 収支を伴う 施設について
　 　 　   表中の収支を伴う 施設に該当する施設は、 実施要領様式６ の１ ． ２ の（ ２ ） の（ 注） の１  ｱを参照のこ と 。
（ ３ ） その他　
　 　   事業内容には、 附帯施設の整備を含む。

22　 地域提案型
（ １ ） 経営的、 技術的に斬新な事業又は前記各事業に準ずる事業で、 当該都道府県等の特色及び性格に即し て政策目標達成の促進を図る上で特に必要であり 、 施設費による取
    組と し て適切なも のと する。
（ ２ ） 地域提案に係る交付率は、 原則と し て前記各事業に係る交付率と 同様と する。

23　 市町村直接交付モデル整備
　 　 事業種目、 実施主体等は、 １ ～22に準ずる（ ５  花粉症対策採種・ 穂園整備等は除く 。 ） 。 ただし 事業主体は、 国が定める者のほか、 市町村長が指定する者も 可と する。
  
（ １ ） 採択基準
　 　 　 県域を越えて取り 組む次のいずれかと する。
　 　 ①　 県域を越えて、 2以上の事業主体が連携する。
　 　 ②　 事業主体が異なる市町村等に新たに施設整備をし 、 活動を拡大する。



（ ２ ） その他の要件
　 　 ①　 整備は、 既存の施設、 都道府県経由の交付金により 整備する施設等と 連携する計画を立てるこ と を前提と し て、 いずれかの市町村内で取り 組むこ と 。
　 　 ②　 都道府県同士が計画主体（ 実施主体） と なる取組については、 対象と し ない。
　 　 ③　 北海道については、 支庁堺を県境と みなす。
　 　 ④　 施設の規模、 性能等は、 受益範囲、 利用計画等から みて適切なも のと するこ と 。
　 　 ⑤　 1事業費は、 おおむね50万円以上と する。
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